
                               

                               

 

舟
形
町
総
合
文
化
祭 

一
般
展
示
作
品
募
集 

  

み
な
さ
ん
の
多
彩
な
芸
術
文

化
作
品
を
募
集
し
ま
す
。 

▼
期
間
／
11
月
７
日
（
金
）
～ 

15
日
（
土
） 

▼
場
所
／
舟
形
町
中
央
公
民
館 

▼
作
品
／
自
由（
１
人
３
点
ま
で
） 

▼
〆
切
／
10
月
31
日
（
金
） 

▼
出
展
方
法
／
自
ら
作
品
を
搬

入
し
て
く
だ
さ
い
。 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
中
央
公
民
館 

☎
（
32
）
２
２
４
６ 

 

光
生
園
文
化
祭
を
開
催 

 

▼
日
時
／
10
月
11
日
（
土
） 

午
前
10
時
～
午
後
２
時 

▼
場
所
／
光
生
園
駐
車
場 

▼
内
容
／ 

・
新
庄
ま
つ
り
囃
子
（
関
屋
若
連
） 

・
徳
内
囃
子
（
戸
沢
友
遊
蓮
） 

・
カ
ラ
オ
ケ
シ
ョ
ー 

 
 
 
 

（
最
北
歌
謡
振
興
会
） 

・
模
擬
店  

・
バ
ザ
ー
（
家
族
会
・
職
員
）
他 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

光
生
園 

☎
（
32
）
２
７
７
０ 

 

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
体
験
教
室 

 

▼
日
時
／ 

10
月
20
・
22
・
27
・
29
日 

午
後
６
時
30
分
～
８
時
30
分 

▼
場
所
／ 

舟
形
若
あ
ゆ
温
泉
テ
ニ
ス
コ
ー
ト 

▼
対
象
／
小
・
中
学
生
（
親
子
可
） 

▼
費
用
／
100
円
（
保
険
料
と
し
て
） 

▼
そ
の
他
／
動
き
や
す
い
服
装
。 

ラ
ケ
ッ
ト
は
準
備
し
ま
す
。 

▼
〆
切
／
10
月
９
日
（
木
） 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
Ｂ
＆
Ｇ
海
洋
セ
ン
タ
ー 

☎
（
32
）
３
５
０
１ 

               

                               

 

 

 

 
  
 「お子さんの様子がいつもと違う」。「元気がない」。
「学校のことを聞きたい」などありませんか？ 
 いじめ、体罰、虐待などに関する相談や情報も 
受けています。 
 まずは、お電話ください。 
子どもたちを守るために。 （舟形町教育委員会） 

 

⼆⼈の⼈の体や電柱にゴムひもを渡し、跳ぶ⼈
が歌に合わせて、ゴムを⾜などで引っ掛けた
り、ひねったりして跳び越える遊び。 

山形の昔ながらの遊び「ゴム跳び」

Ｎｏ．４０４

平成２６年 

９月２６日号 広  報 

4 月からの消費税率引き上げによる負担
を緩和するため、次に該当する方に１万円
の給付金が支給されます。 

▼対象／①住民税が課税されていない方 

    ②児童手当を受けている子育て世帯の方 
※「臨時福祉給付金」や「子育て世帯臨時特例給付金」の“振込め詐欺”や“個人情報の詐取”に 
ご注意ください。 

▼申込み・問い合わせ／舟形町税務福祉課福祉国保班 ☎（32）2111（内線 341） 



 
行
政
相
談
所
開
設 

  

10
月
は
「
行
政
相
談
週
間
」

で
す
。
舟
形
町
で
は
次
の
と
お
り

『
行
政
相
談
所
』
を
開
設
し
ま
す
。 

行
政
に
つ
い
て
、
お
困
り
に
な

っ
て
い
る
こ
と
、
要
望
し
た
い
こ

と
な
ど
あ
り
ま
し
た
ら
、
総
務
大

臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
て
い
る
行
政

相
談
員
が
無
料
・
秘
密
厳
守
で
ご

相
談
に
応
じ
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

利
用
く
だ
さ
い
。 

▼
日
時
／
10
月
20
日
（
月
） 

午
後
１
時
30
分
～
４
時 

▼
場
所
／
舟
形
町
保
健
セ
ン
タ
ー 

▼
相
談
員
／ 

行
政
相
談
員 

伊
藤 

宏 

氏 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
総
務
課
総
務
班 

☎
（
32
）
２
１
１
１
（
内
線
231
） 

          

 

裁
判
所
見
学
会 

 

▼
日
時
／
10
月
22
日
（
水
） 

午
後
１
時
10
分
～
３
時
30
分 

▼
場
所
／ 

山
形
地
方
・
家
庭
裁
判
所
新
庄
支

部
・
新
庄
簡
易
裁
判
所 

▼
内
容
／
裁
判
手
続
き
、
裁
判
員

制
度
の
説
明
な
ど 

▼
定
員
／
先
着
20
名 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

山
形
地
方
裁
判
所
新
庄
支
部 

☎
（
22
）
０
２
６
５ 

  

も
が
み
地
域
在
宅
医
療 

推
進
研
究
会 

 

▼
日
時
／
10
月
25
日
（
土
） 

午
後
２
時
30
分
～
５
時 

▼
場
所
／
新
庄
市
民
文
化
会
館 

▼
内
容
／
講
演 

「
最
期
ま
で
目
一
杯
生
き
る
」 

▼
講
師
／
医
師 

萬
田
緑
平 

氏 

▼
定
員
／
250
名 

▼
費
用
／
無
料 

▼
そ
の
他
／
託
児
有
（
要
申
込
） 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

新
庄
市
最
上
郡
医
師
会 

☎
（
22
）
１
１
５
１ 

                               

 

危
険
物
取
扱
者
試
験 

準
備
講
習
会
の
開
催 

 

▼
日
時
／
丙
種
10
月
22
日（
水
） 

甲
種
第
４
類
10
月
23
日
（
木
）

～
24
日
（
金
） 

午
前
９
時
～
午
後
４
時 

▼
場
所
／
最
上
広
域
消
防
本
部 

▼
対
象
者
／
危
険
物
取
扱
者
試

験
を
受
験
さ
れ
る
方 

▼
受
講
料
／
丙
種
１
，５
０
０
円 

甲
種
第
４
類
２
，５
０
０
円 

▼
〆
切
／
10
月
10
日
（
金
） 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

最
上
地
区
危
険
物
安
全
協
会 

☎
（
22
）
７
５
２
１ 

              

                               

 
 
 

第２期分（9 月 30 日納期限）について、年金天引き及び口座振替以外の方は、すでに

郵送されている「納付書」にてお納めいただくこととなります。ご確認ください。 

納期限までの納入をお願いします。 
 

▼納 付 場 所／舟形町会計室、新庄もがみ農協、山形銀行、きらやか銀行、荘内銀行 
▼問い合わせ／舟形町税務福祉課福祉国保班 ☎（３２）２１１１（内線３３５） 

                  健康介護班 ☎（３２）２１１１（内線３５５） 

舟形産そば粉を使った香り豊かな新そばと

かいもちをご賞味ください。他にも、郷土料理

などの「舟形の秋の味覚」をたくさん準備して、

みなさんのお越しをお待ちしています。 

平平成成２２６６年年度度地地価価調調査査結結果果 
（価格：円／㎡）○町基準値価格 

基準値の所在 前年価格 本年価格 昨年比変動率

西ノ前468-10 10,300 10,000 -2.9% 

長沢1826 5,430 5,250 -3.3% 

ﾊﾘﾖ1667-5 他1筆 8,000 7,850 -1.9% 

舟形109 11,400 11,000 -3.5% 

価格調査とは、各地域で基準となる土地を選び、その適正な土地
価格を公表するものです。 

▼問い合わせ／舟形町税務福祉課税務班☎（32）2111（内線391） 

10 月 9 日（木）に指定の
口座へ児童手当が振り込まれ
ます。ご確認ください。  
▼対象／15 歳の誕生日後の 

最初の 3 月 31 日までの 
子どもを扶養している方 

▼問い合わせ／ 
舟形町税務福祉課福祉国保班 
☎（32）2111（内線 341） 



▼対象者／次のいずれかに該当する方 

１．町内に住所を有し、接種日において満 65 歳以上となる方 

２．町内に住所を有する 60～64 歳の方で次のいずれかに該当する方 

①心臓、じん臓、呼吸器等の機能に日常生活が極度に制限される程度の障がいを

有する方（身体障害者手帳 1 級に相当） 

      ②ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の 

障がいを有する方（身体障害者手帳１級に相当） 

▼実施期間／10 月１日（水）～平成 27 年１月３１日（土） 

▼助成額／1,000 円（１回のみ） ▼問診票／各医療機関に設置（個人送付はしません。）

▼接種医療機関／県内委託医療機関  ▼持ち物／健康保険証など本人を確認できるもの 

町では今年度も対象となる高齢者と小児の方に対し、インフルエンザ予防接種費用の一部を

助成します。なお、この予防接種は法律上の義務はなく、希望する方が対象となります。 

 希望される方は、実施期間内に医療機関で予防接種を受けてください。 
 

▼対象者／町内に住所を有する生後６ヵ月～15 歳（中学 3 年生相当）の方 

▼実施期間／10 月１日（水）～平成 27 年１月３１日（土） 

▼接種回数／生後 6 ヵ月～12 歳（小学 6 年生相当）の方は 2 回 

      13～15 歳（中学１～3 年生相当）の方は 1 回 

▼助成額／１回 1,000 円  ▼接種医療機関／新庄市最上郡委託医療機関 

▼持ち物／母子健康手帳・接種済証・予診票（接種を希望される方は事前に申請が必要です。）

◆申込み・問い合わせ／舟形町税務福祉課健康介護班 ☎（32）2111（内線 353） 

                               

                               

                               

                               

                              

●高齢者等インフルエンザ予防接種 

●小児インフルエンザ予防接種 

～舟形町公式ホームページをチェック！！～ 
いつ起こるかわからない自然災害。的確な状況判断のために舟形

町ホームページでは防災情報をリアルタイムで配信しています。 
町防災無線等による情報に加えこちらも是非ご活用ください。 

 http://www.town.funagata.yamagata.jp/ 

 スマホでもご利用 

いただけます。 

▼問い合わせ／舟形町総務課危機管理室 

 ☎（32）2111（内線231） 
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                            舟形町子育て支援センターみらい☎（32）2120 

   子育て支援センター「みらい」 10 月の日程表  
日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 

午前閉館 4 

5 

6 7 8 

遊びの広場

9 10 

11 

12 13 

１4 １5 １6 

お話広場 

17 

午後閉館 18 

19 

20 21 

午前閉館 

22 

遊びの広場

午後閉館 

23 24 

２5 

２6 

27 28 29 30 31  

☆  土曜日・日曜日・祭日 ○印は休館日になります。17 日、２2 日は乳幼児健診のために午後閉館。 

                  3 日、21 日はふれあい育児の広場のため午前閉館になります。 
 

［ご利用について]   

①育児相談（来所・電話）…午前 8 時 30 分～午後 4 時 30 分  

②遊びの場としての利用  …午前 9 時 30 分～11 時 30 分・午後 3 時～4 時 30 分 

  ●第２・４水曜日は｢遊びの広場｣ …親子で楽しめる簡単な製作を用意しています。 

●第３木曜日は「おはなし広場」 …絵本の読み聞かせと楽しい手遊びを行います。 

③ふれあい育児の広場 …１歳以上の未就園児を対象とした親子の交流広場です。 

・10 月 3 日（金） いもほり 

 午前１０時 みらいに集合。 

※雨天の際は 6 日（月）に行います。 

 ・10 月 21 日（火） 3B 体操 （とても楽しい体操です。） 

        午前１０時 中央公民館三階に集合。  

                                  共にふれあい、未来をはぐくむ子育て支援センター 

  子育てアドバイス!! 

                           明橋大二 日めくり子育てカレンダーより 

 

   

 

  

 
 
  抱きしめて、子どもの心に寄り添ってあげましょう。 

 「泣く」 というのは、 

      自分の感情を 

        表現することで、 

  子どもの心の成長のために、 

  とても大切なことなのです。 

日々、秋の深まりを感じる季節になりま

した。今年は、局地的な豪雨による甚大な

被害が各地でみられました。 

「これまでに経験したことのない大雨」

という自然の威力を前にして人間の無力

さを感じさせられました。 

町内では、大きな災害もなく過ごせてい

ますが、これからお米の収穫時期となりま

す。良い天候に恵まれてほしいと願ってい

ます。 

上手に風船飛ばせるよ。 

お空までとどけ～！！ 

（ふれあい育児の広場より） 
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